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は じ め に 

 

本市は、瀬戸内海の穏やかな青い海や中国山地の豊かな緑

に囲まれ、臨海部には国内有数のコンビナートが立地する、

美しい自然と活力ある産業が調和したまちです。このかけが

えのない郷土の環境を未来へと引き継いでいくことは私たち

の責務であり、特に、私たちの暮らしに欠かすことのできな

い水環境を守る生活排水処理は、公衆衛生の向上と公共用水

域の水質保全を図る重要な取り組みです。 

本市では、平成 15 年の合併以来、課題であった旧市町ごとに異なるし尿等の処理体

制の統一に向け、第１次処理計画に基づき鋭意取り組みを進めてまいりました。その結

果、令和 4 年度に市内全域のし尿及び浄化槽汚泥を一元的に処理する体制に移行するこ

とができました。 

また、老朽化が進む処理施設についても、令和６年８月に新たなし尿等投入施設を竣

工したことにより、将来にわたり安定的かつ効率的な処理を行う基盤整備ができたもの

と考えています。 

このたび策定いたしました「第２次周南市一般廃棄物（生活排水）処理基本計画」は、

これまでの成果を生かし、引き続き衛生的で快適な生活環境を維持するとともに、河川 

や海の清らかな水環境を守り、未来へ継承していくための新たな指針となるものです。     

本計画では、下水道や浄化槽の適正な整備・管理を推進することはもとより、生活排

水処理率の一層の向上に向け、市民の皆さま一人ひとりに生活排水対策の重要性をご理

解いただくための啓発活動を推進してまいります。これにより国連が掲げる SDGs（持

続可能な開発目標）の「安全な水とトイレを世界中に」や「海の豊かさを守ろう」とい

う目標の達成に大きく貢献するものと考えております。 

本計画を着実に推進するためには、市民や事業者の皆さまのご理解、ご協力が不可欠

でございます。引き続き、本市の環境行政に対し、一層のご支援を賜りますようお願い

申し上げます。 

結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見、ご提言を賜りました周南市ごみ対策

推進審議会の委員の皆さまをはじめ、ご尽力いただきました関係者の皆さまに、心から

お礼申し上げます。 

令和８年３月 

周南市長 藤井 律子 
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●一般廃棄物処理基本計画とは 

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第６条において、市町村は自らの区域内の一般廃棄物の処理に関する計画として

「一般廃棄物処理計画」を定めることとされています。一般廃棄物処理計画は、同法施行規則第１条の３の規定により、一

般廃棄物の処理に関する基本的事項を定める「基本計画」と基本計画の実施に必要な各年度の事業を定める「実施計画」に

よって所定の事項を定めることとされており、本計画はこれに規定される「基本計画」に該当します。 

 

 

   

 

 

 

第１章 計画策定の趣旨 
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第１次計画 

（平成２０(2008)～ 

令和７(2025)年度） 

計画期間１８年間 

 

本計画の期間は一般廃棄物（ごみ）処理基本計画と将来的に統合した計画とすることを目指し、

第３次一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の計画終了年度である令和１６年度と本計画の計画終了

年度を合わせることとし、令和 8 年度を初年度、令和１６年度を計画目標年度とする９年間とし

ます。 

また、計画の進捗状況等を踏まえ、令和１２年度に中間見直しを行うほか、計画の諸条件に 大

きな変動があった場合にも、見直しを行ってまいります。 

 

図表１－２ 計画期間 

 

 

 

 

 

 

参考 

一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の計画期間 

 

 

 

 

 

 

本計画期間

第１次計画
平成17年度～

（2005年度～）

計画初年度
令和７年度

（2025年度）

中間目標年度
令和11年度

（2029年度）

計画目標年度
令和16年度

（2034年度）

計画期間：10年間
計画期間：　
　　10年間

計画期間：10年間

後期５カ年前期５カ年

第２次計画
平成27年度～

（2015年度～）
基準年度

令和５年度
（2023年度）

計画目標年度
令和６年度

（2024年度）
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本計画の対象廃棄物は、図表１—３に示すとおり一般廃棄物で液状のものを「生活排水」としま

す。 

◆図表１—３ 計画対象廃棄物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画において「し尿」とは、くみ取りトイレにおけるくみ取りし尿とし、「浄化槽汚泥」とは、

「し尿」のみを微生物の力で処理する設備である単独処理浄化槽と「し尿」と「生活雑排水」の両

方をまとめて処理できる設備である合併処理浄化槽(浄化槽法で規定される浄化槽)を清掃する折

に排出される汚泥とします。 

なお、本計画で計上するし尿排出に対する対象人口は、「計画収集人口」として計上し、浄化槽

汚泥排出に対する対象人口は、浄化槽人口（単独処理浄化槽人口＋合併処理浄化槽人口）から集落

排水施設*1 人口を差し引いた値を計上しています。 

*1：集落排水処理施設は、農業集落や漁業集落などの地域で発生するし尿や生活雑排水を集め、汚水処理

場で一括して処理し、浄化された水を河川などに放流する施設 
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 本市は山口県の東南部に位置しており、平成 15 年４月 21 日、旧徳山市、旧新南陽市、旧熊

毛町、旧鹿野町の 2 市 2 町が合併して誕生しました。北は島根県と接し、東は岩国市、南は下

松市、光市、西は山口市と防府市と隣接しています。総面積は、東西約 37km、南北約 43km

の 656.29km2（令和７年全国都道府県市区町村別面積調 1 月 1 日時点国土地理院調べ）で、

山口県内で５番目の面積を有しています。 

  

 本市の北部には中国山地の山々が連なり、南東部の八代地区は本州唯一のナベツルの渡来地で

あり、昭和 30 年には「八代のツルおよびその渡来地」が国の特別天然記念物に指定されました。

また、南部は瀬戸内海を望み、「太華山」の立地する大島半島部や黒髪島などの島しょ部は、瀬

戸内海国立公園区域に指定され、豊かな自然景観を有しています。 

一方、臨海部には全国有数の出荷額を誇る周南コンビナート群が形成され、自然と産業が調和

したまちとなっています。 

  

図表２－１ 本市の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 地域概況 
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資料：気象庁 HP（地点：下松） 

(℃) (mm) 

平均 最高気温 最低気温 総量 日最大

16.5 35.9 -1.8 2075.5 152.5

16.7 35.9 -4.9 2165.5 141.0

16.6 35.9 -2.7 1234.0 191.5

16.8 37.2 -5.3 1790.5 161.5

17.4 34.4 -2.4 2120.5 126.5

1月 6.4 15.5 -2.4 44.0 14.5

2月 8.2 20.1 -0.3 195.5 64.0

3月 9.5 23.1 -2 222.5 43.5

4月 16.6 25.0 5.1 209.5 95.0

5月 18.7 28.5 6.6 278.0 99.0

6月 22.4 31.1 13.2 345.5 53.5

7月 27.8 35.8 21.3 254.0 70.5

8月 29.4 36.9 23 279.0 126.5

9月 27.5 35.6 19.6 27.5 25.5

10月 20.9 30.8 13 88.5 28.0

11月 14.2 25.3 3 174.0 68.0

12月 7.2 18.9 -1.1 2.5 1.0

降水量（ｍｍ）

令和６年

気温（℃）

令和２年

令和３年

令和４年

令和５年

本市の気候は、南部は温暖で雨の少ない瀬戸内型、北部は寒暖の差が大きい内陸型となってい

ます。 

最寄りの気象観測所（地点：下松地域気象観測所）における過去５年間の平均気温は 1６.8℃

であり、最高気温は令和５年に３７．２℃、最低気温も同年に－５．３℃となっています。ま

た、過去５年間の年間平均降水量は、１，８７８㎜となっています。 

 

図表２－２ 本市の気温及び降水量 

【令和 6 年の月別降水量及び月平均気温】 

  

  

 

  

 

 

 

【気温及び降水量の概況】 
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人人/世帯

年度

11.3%

12.4%

13.2%

13.7%

55.0%

57.1%

60.6%

63.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

15歳未満 15～64歳 65歳以上

本市の人口は減少傾向にあり、令和２年国勢調査において１３７，５４０人と１４万人を下回っ

ています。世帯数は増加傾向にあり、令和２年では、６３，２８９世帯となっています。また、一

世帯あたり人口も減少しており、６５歳以上の老年者人口が増加していることから少子高齢化の傾

向が顕著となっています。 

 

図表２－３ 人口及び世帯数、一世帯当たり人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                       

        （資料：「国勢調査」総務省） 

 

図表２－４ 年齢別（3 区分）人口構成の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：「国勢調査」総務省） 
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本市の産業別就業者数割合は、第 1 次産業が２.６％、第２次産業が 3２.1％、第３次産業が 65.

３％となっており、第２、3 次産業がほとんどを占めています。 

業種別では、第２次産業の製造業の割合が２１.１％と最も高く、ついで第 3 次産業の卸売・小

売業が 1４.９％、第 3 次産業の医療・福祉が 1４.４％と続いています。 

 

図表２－５ 産業別業種別就業者数（令和 2 年 10 月 1 日） 

項 目 就業者数 （割合） 

第 １ 次 産

業 

農業・林業 1,443 2.4% ２.６％ 

漁業 113 0.2% 

第 ２ 次 産

業 

鉱業 40 0.1% 3２.１％ 

建設業 6,583 10.9% 

製造業 12,768 21.1% 

第 ３ 次 産

業 

電気・ガス・熱供給・水道業 335 0.6% ６５.３％ 

情報通信業 654 1.1% 

運輸・郵便業 3,657 6.1% 

卸売・小売業 8,976 14.9% 

金融・保険業 1,285 2.1% 

不動産・物品賃貸業 912 1.5% 

学術研究・専門技術サービス業 1,556 2.6% 

飲食店・宿泊業 2,715 4.5% 

生活関連サービス・娯楽業 2,074 3.4% 

教育・学習支援業 2,511 4.2% 

医療、福祉 8,671 14.4% 

複合サービス業 571 0.9% 

サービス業（他に分類されないもの） 3,755 6.2% 

公務（他に分類されないもの） 1,759 2.9% 

合計 
 60,378  

人 

 100％ 

※分類不能の産業は除く。                資料：山口県統計年鑑 
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本市には、動物園をはじめ、キャンプ場、温泉など多くの観光スポットがあります。コロナ禍後、

観光客数は回復の兆しを見せているものの、全国や県に比べ観光客の増加が遅く、コロナ禍前の水

準に達していない状況が続いています。令和 5 年の観光客数は約 1２６万人です。（山口県観光

客動態調査調べ） 

 

図表２—６ 観光地別・イベント別観光客数（延べ数）の推移（令和 5 年） 

 観光客数（人） 令和 4 年 前年比（％） 

自然（山岳・自然公園） 45,944 48,523 94.7% 

歴史・文化施設 459,628 462,860 99.3% 

産業観光施設 290,183 300,534 96.6% 

レクリエーション施設 169,741 187,152 90.7％ 

キャンプ場 10,752 12,313 87.3% 

ゴルフ場 210,040 216,221 97.1% 

温泉（宿泊・立ち寄り） 167,654 157,191 106.7% 

ホテル等（温泉宿泊施設

以外） 
405,678 397,604 102.0% 

地域のイベント 291,030 167,456 173.8% 

各種コンベンション 1,270 1,119 113.5% 

スポーツイベント 73,352 76,407 96.0% 

資料：山口県観光政策課「令和５年山口県の宿泊者及び観光客の動向について」 
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徳山港 

本市の道路交通網は、国道 2 号、315 号、376 号、434 号、489 号があり、それぞれ市内を

縦断、横断しています。高速道路は北に中国自動車道、南に山陽自動車道が走っています。 

鉄道は、山陽新幹線と山陽本線と岩徳線があり、瀬戸内海沿いを東西に走っています。 

また、徳山駅に近接する徳山港と大分県国東市の竹田津港との間はフェリーの定期航路が整備さ

れています。 

その他、徳山下松港が海上交通の拠点となっているほか、物流基地として大きな役割を担ってい

ます。 

 

図表２－７ 本市の交通網 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

竹田津港
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本市の地目別面積の割合は、山林が 67.８％と最も高く、続いて田が 1１.6％、宅地が 9.2％と

なっています。 

※国及び地方公共団体の所有地、公用地または公共用地等の非課税地は含まれていません。 

※端数処理のため、合計に誤差を生じる場合があります。 

（資料：周南市統計書令和４年（2022 年）版） 
    

 

本市の民有家屋の割合は、木造家屋（専用住宅）が６４.2％と最も高く、続いて非木造家屋（住

宅・アパート）が１８．２％、木造家屋（その他）が１７．６％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：周南市統計書令和４年（2022 年）版） 

  棟数 割合 

木造（専用住宅） 36,914 64.2% 

木造（その他） 10,152 17.6% 

非木造家屋（住宅・アパート） 10,473 18.2% 

合計 57,539 100.0% 
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しゅうなんデジタルまっぷ                    

市内の河川情報は、こちらから閲覧できます。 

渋川 
島地川（高瀬峡） 

 

 

 

  本市には河川が 79 あり、このうち一級河川が４（１水系）、二級河川が 23（７水系）、

準用河川が 52 となっています。代表的な河川は、一級河川の島地川（佐波川水系）、二級河

川の錦川や渋川、金峰川（錦川水系）、島田川（島田川水系）、夜市川（夜市川水系）、富田

川（富田川水系）などを有しており、湖沼は向道湖や菊川湖などがあります。 

  また、本市の海域は、自然公園地域は自然公園法に基づいて、島しょ部の一帯が瀬戸内海国

立公園に指定され、瀬戸内海国立公園のうち仙島、黒髪島の一部が特別地域となっています。 

 

図表３－１ 本市の水域の概況 

 

第３章 生活排水処理基本計画 
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河川や湖沼、海域の各水域には、人の健康の保護および生活環境の保全に関する環境基準値がそ

れぞれ設けられています。本市の水域では、図表３－２の海域や河川、湖沼に環境基準が設定され

ており、定期的に水質調査が行われています。 

達成状況をみると、河川の代表的な水質基準である BOD は環境基準を達成しており、海や湖沼

の水質を示す指標である COD は、海域ではＡ類型の COD 以外は環境基準を達成しています。湖

沼では COD は高瀬湖で、全窒素及び全りんは各湖沼とも環境基準を達成していません。 

 

図表３－２ 環境基準達成状況 
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令和６年度末時点での本市の生活排水処理の流れは、図表３－３に示すとおりです。 

排出された生活排水は、公共下水道、集落排水処理施設及び合併処理浄化槽で処理されていま

す。 

これまで、熊毛地域のし尿及び浄化槽汚泥は玖西環境衛生組合で運営・管理していた汚泥再生

処理施設（真水苑）で処理を行っていましたが、令和 3 年度末に組合を解散し、令和４年度以

降、徳山中央浄化センターで徳山地域、新南陽地域、鹿野地域と共に一括処理されることとなり、

処理体制の一元化を実現しました。 

また、令和 6 年８月に徳山中央浄化センター内に建設されたし尿等投入施設が供用開始され

たことにより、本市のし尿及び浄化槽汚泥の処理体制は新しい処理システムに移行しています。 

なお、平成 30 年 4 月に再稼働していたし尿等暫定投入施設は、新投入施設の供用開始に伴

い、利用停止しました。 

 

図表３－3 生活排水処理の流れ（令和 6 年度末時点） 

 

し渣 焼却処理

セメント原料化・

堆肥化

漁業集落排水
処理施設人口

199人

農業集落排水
処理施設人口

4,067人

公共下水道人口

11３,5５１人

単独処理浄化槽人口
２,169人

合併処理浄化槽人口
（集落排水除く）

４,934人

処理水

汚泥

し渣

生活雑排水

し尿

生活雑排水

し尿

生活雑排水

し尿
処理水

汚泥

し渣

焼却処理

堆肥化

焼却処理

海域放流・河川放流

放流

し尿・

浄化槽汚泥し尿収集人口
３,３８１人

自家処理人口
５,616人

生活排水

し尿

農地還元等

行
政
区
域
内
人
口

水洗化

人口

12２,７５１人

非水洗化

人口
１１,１６６

人

浄化槽汚泥
133,917人

○粭島処理区徳山地域

徳山地域 ○須々万地区

○高瀬地区新南陽地域

熊毛地域 ○八代地区

漁業集落排水処理施設

農業集落排水処理施設

徳山地域 ○徳山中央処理区

○徳山東部処理区

○新南陽処理区新南陽地域

公共下水道

○新南陽北部処理区

鹿野地域 ○鹿野処理区

熊毛地域 ○周南処理区

（前処理施設）

処理水

徳山中央浄化センター

投入施設
（令和６年８月供用開始）

前処理＋希釈処理

公称能力：５０㎘/日

河川放流

希釈水

生活排水

放流
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H30 H31(R1) R2 R3 R4 R5 R6
計画収集人口(し尿収集) 4,900 4,457 4,290 4,066 3,781 3,599 3,381
自家処理人口 8,013 7,995 7,711 7,365 6,215 6,637 5,616
公共下水道人口 117,165 116,429 115,530 114,448 115,010 113,492 113,551

集落排水施設人口 4,789 4,733 4,648 4,541 4,435 4,360 4,266

補助合併処理浄化槽人口 4,395 4,310 4,200 4,344 4,064 3,783 3,710

その他合併処理浄化槽人口 1,218 1,203 1,387 1,320 1,318 1,192 1,224

単独処理浄化槽人口 2,633 2,682 2,626 2,634 2,425 2,252 2,169

本市における生活排水の処理形態別人口の推移は、図表３－４に示すとおりです。 

令和 6 年度の処理形態別人口は、公共下水道人口が 113,551 人、集落排水人口が 4,２６６

人、合併処理浄化槽人口が 4,934 人など、生活排水処理を行っている人口は 12２,７５１人で

す。 

生活排水処理人口の推移は図表３－５に示すとおりで、令和６年度の行政区域内人口

133,917 人に対する生活排水を処理している人口（122,751 人）の割合（生活排水処理率）

は９１.７％です。 
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行政区域 事業区域 処理区域 整備済

人     口 面　　積 面　　積 管渠延長

A(人) (ha) (ha) (km) B(人) B/A(％)

公共下水道 － 3,900 3,108 820 119,801 89.5%

集落排水事業 － 279 279 86 4,573 3.4%

合併処理浄化槽 － － － － 4,607 3.4%

合              計 133,917 4,179 3,387 906 128,981 96.3%

処理区域
人　　口

下水道普及率

下 水 道 の 役 割 

下水道は見えないところで私たちの安全・安心で、快適な生活を支えています。 

役割 1 街を清潔にする                             

家庭で使って汚れた水（汚水）をすみやかに排除してくれるため、街が清潔に保

たれ、ハエ・蚊等の害虫や悪臭の発生も防ぐことができます。 

役割 2 街を浸水から守る                             

市街地の雨をすみやかに排除し、街に雨水が溜まり水浸しにならないよう、素早

く排水してくれます。 

役割 3 身近な環境を守る                            

街や工場から下水道管を通って流れてきた汚水は下水処理場に運ばれます。  

下水処理場で処理を行った水は、消毒して川や海に戻します。 

役割 4 資源をつくる                               

下水処理場では、下水処理場できれいになった水を再生水として利用したり、下

水汚泥からリンを回収して肥料を作ったりしています。 

本市の下水道等の整備状況は、図表３－６に示すとおりです。 

公共下水道は、徳山、昭和 23 年度から旧徳山単独公共下水道事業に着手して以来、順次整備が

進められ、令和７年３月 31 日現在、下水道普及率は８９．５％となっています。さらに、農業地

域などでは集落排水事業の整備が進み、これらを合わせた普及率は 9６.３％になっています。 

なお、図表 3-7 は本市の下水道計画図となります。 

         

図表３－６ 下水道等の整備状況 

  

  

 

 

      資料：周南市の下水道 ２０２５年度（令和７年度）周南市上下水道局      

※１ 公共下水道には、特定環境保全公共下水道を含む。                    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  出典：公益社団法人 日本下水道協会 HP より抜粋 

16



徳山中央処理区 634.20ha ―

徳山東部処理区 1,291.10ha ―

新南陽処理区 1,225.40ha 28.00ha

新南陽北部処理区 39.50ha 39.50ha

鹿野処理区 110.60ha 110.60ha

単独公共計 3,300.80ha 178.10ha

周南処理区 599.60ha

流域関連公共計 599.60ha ―

須々万地区 180.00ha ―

八代地区 68.30ha ―

高瀬地区 18.00ha ―

農業集落排水計 266.30ha ―

粭島処理区 13.00ha ―

漁業集落排水計 13.00ha ―

周　南　市　計 4,179.70ha 178.10ha

令和5年3月15日

漁
業
集
落

排
水

名　　　　　称 計画区域面積 内特環面積

単
独
公
共

流
域
関

連

農
業
集
落
排

水

※特定環境保全公共下水道の略で都市計画区域外 

に設置されている下水道 

図表３－７ 周南市下水道計画図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

出典：上下水道局企画調整課 

 

※ 
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本市計 徳山地域 新南陽地域 熊毛地域 鹿野地域

行政区域面積 （ha） 65,632 34,010 6,426 7,050 18,146

事業計画区域面積
※1 （ha） 3,900 2,275 915 600 110

処理区域面積
※2 （ha） 3,108 1,671 865 475 97

行政区域内人口[A] （人） 133,917 88,776 28,673 13,967 2,501

処理区域人口[B] （人） 119,801 78,346 28,150 11,590 1,715

処理区域戸数 （戸） 60,184 39,947 13,801 5,448 988

水洗化人口
※3

[C] （人） 113,551 74,094 27,424 10,548 1,485

水洗化戸数 （戸） 57,057 37,820 13,436 4,942 859

下水道普及率※4[B÷A] （％） 89.5 88.3 98.2 83.0 68.6

水洗化率※5[C÷B] （％） 94.8 94.6 97.4 91.0 86.6
※令和７年3月31日現在(外国人含む) 　　　資料：周南市の下水道　令和７年度　周南市上下水道局

※5：水洗化率：処理区域内人口に対する水洗化されている人口の割合

※1：事業計画区域：県との協議により、下水道整備を進めている区域面積

※2：処理区域面積：下水道の処理が可能な区域面積

※3：水洗化人口：下水道で処理している人口

※4：下水道普及率：行政区域内人口に対する下水道で処理されている人口の割合

流域関連

徳山中央 徳山東部 新南陽 新南陽北部 鹿野 周南

令和16年度

121,900 12,549

3,900 634.2 1,291.1 1,225.4 39.5 110.6 599.6

105,760 25,270 38,135 30,476 521 1,345 10,013

※3 計画区域 56,957 19,700 17,700 14,200 500 700 4,157

流入区域 1,100 － 1,100 － － － －

計 58,057 19,700 18,800 14,200 500 700 4,157

67,240 23,100 22,700 18,600 840 2,000 －

昭和41年 平成2年 昭和54年 平成8年 平成１１年 昭和63年

初沈代替高速ろ
過＋嫌気無酸素

好気法

循環式硝化
脱窒法

（凝集剤添加・
急速ろ過併用）

循環式硝化
脱窒法

（凝集剤添加・
急速ろ過併用）

オキシデーショ
ンディッチ法

オキシデーショ
ンディッチ法
(急速ろ過併用)

標準活性汚泥法
(急速ろ過併用)

※1　一般廃棄物（生活排水）処理基本計画の目標年度　　　　　
※2　汚水処理施設整備構想より算出した数値　　　
※3　事業計画書に記載されている数値　　　　　　　　　　　　　　
※4　汚水処理施設整備構想に記載されている数値　　　
※　　徳山中央分流分は、新南陽処理区に流入する。　　　　　　　　　　　　　　
参考資料 事業計画書(公共下水道：R7.3.25付，流域関連公共下水道：R5.3.15付)

周南市計

公共下水道

目標年度※１ 令和16年度

供用開始年

処理方式

行政人口（人）※2 109,351

計画処理面積(ha)※3

計画処理人口(人)※４

日最大汚水量

(m3/日)

処理能力(m3/日)※3

①下水道 

下水道事業計画の概要は図表 3—８に、その整備状況は図表 3—９に示すとおりです。 

本市の下水道事業は、公共下水道の５処理区と流域関連公共下水道（公共下水道で集めた下水

を県が管理する流域下水道で処理）の１処理区の計６処理区で行われており、順次整備が進んで

います。 

また、下水道の整備状況では全体で下水道普及率が８割を占め、水洗化人口では９割以上です。 

 

図表３－８ 下水道事業計画の概要（全体計画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表３－９ 下水道の整備状況 
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②集落排水処理施設 

集落排水処理施設の状況は、図表３－１０に示すとおりです。 

本市では、農業集落排水処理施設を３地区、漁業集落排水処理施設を１処理区で供用開始して

います。 

 

図表 3—１０ 集落排水処理施設の状況 

 

なお、図表３－3 のとおり、集落排水施設のうち農業集落排水処理施設から排出される汚泥は、

農業集落排水処理施設で堆肥化処理を行うか、公共下水道処理施設でセメント原料化処理を行い、

漁業集落排水については、公共下水道処理施設で共同処理を行いセメント原料化しています。 

 

 

 

 

 

 

                   徳山東部浄化センター

漁業集落排水施設

須々万市地区 山手地区

昭和59年度 平成7年度 平成8年度 平成14年度 平成5年度

平成3年度 平成12年度 平成14年度 平成19年度 平成9年度

昭和63年10月 平成12年4月 平成12年7月 平成18年4月 平成10年4月

50 130 18 68.3 13

486 1,229 122 297 370

定住人口※２ 1,144 3,523 254 824 550

流入人口※３ 576 1,257 195 274 110

戸数（戸） 391 1,469 71 221 148

人口（人） 753 2,997 130 424 269

戸数（戸） 373 1,422 64 169 111

人口（人） 722 2,906 116 323 199

95.9 97.0 89.2 76.2 74.0

※1：平成29年度に須々万市地区と山手地区を統合
※2：定住人口：住んでいる人口
※3：流入人口：定住地から流入する通学者や通勤者の人口
※4：水洗化：汚水を集落排水施設で処理していること
※5：水洗化率：処理区域内人口に対する水洗化されている人口の割合
資料：周南市の下水道　20２５年度（令和７年度）

令和６年度末

処理区域内

水洗化※４

水洗化率（％）
※５

計 画 人 口（人）

粭島処理区

農業集落排水施設

須々万地区※１

高瀬地区 八代地区

事業開始年度

完  了  年  度

供用開始年月日

計  画  面  積（ha）

計画日平均汚水量（m3/日）
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③ 合併処理浄化槽 

各地域における合併処理浄化槽助成実績は、図表 3—１１に示すとおりです。 

合併処理浄化槽の設置に対する助成により、下水道の計画区域外や集落排水処理区域外での生

活排水処理の推進を図っています。 

 

図表 3—１１ 合併処理浄化槽助成実績の推移 

 

参考 

 

 

 

 

 

H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6

徳山地域 4 6 5 2 6 2 2

新南陽地域 0 0 0 2 0 0 0

熊毛地域 7 5 4 0 3 1 1

鹿野地域 4 3 0 1 2 2 0

周南市計 15 14 9 5 11 5 3

(単位：基）

（注）1.設置基数は、新規設置分となっております。
　　　2.下水道の認可区域外及び集落排水区域外での生活排水処理のための
            助成が対象です。

合併処理浄化槽設置数の推移

H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6

徳山地域 1,471 1,527 1,542 1,558 1,569 1,576 1,587

新南陽地域 206 223 222 230 235 237 244

熊毛地域 469 491 498 500 504 512 517

鹿野地域 303 324 324 325 325 329 331

周南市計 2,449 2,565 2,586 2,613 2,633 2,654 2,679

(単位：基）

※各地域における合併処理浄化槽の設置実績であり、住宅以外への設置など助
成対象とならないものも含めた設置実績を示しています。

なぜ合併処理浄化槽への転換が必要？ 

トイレの排水のみを処理するくみ取り便槽や単独処理浄化槽は、台所や風呂、洗濯など

の生活雑排水が未処理のまま排出されるため、川や海などを汚す原因になります。 

合併処理浄化槽はトイレと生活雑排水の両方を処理・消毒できるため、くみ取り便槽や

単独処理浄化槽に比べ、汚れを約 8 分の 1 に減らすことができる衛生的な処理方法です。            

水環境への負担がより少ない合併処理浄化槽へ転換し、身近な水をきれいにしましょう！ 
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し尿及び浄化槽汚泥処理の流れは図表３—１２に示すとおりです。し尿及び浄化槽汚泥は、

令和４年度以降徳山中央浄化センターで一元化処理しています。 

平成 30 年 4 月から再稼働した徳山中央浄化センターし尿等暫定投入施設でしたが、令和

６年８月に、同浄化センター敷地内に新たにし尿等投入施設が供用開始され、従来と同様に除

渣処理を行ったうえで、中間処理を徳山中央浄化センター（公共下水道処理施設）で行ってい

ます。 

令和３年度まで、熊毛地域から排出されるし尿等は、岩国市と本市で構成する玖西環境衛生

組合の「玖西汚泥再生処理施設(真水苑)」で中間処理していましたが、組合解散ののち、他地

域と同様に徳山中央浄化センターでの処理が始まったため、し尿等の処理体制について一元化

が図られました。
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H30 H31(R1) R2 R3

2,132 2,148 2,388 2,395

565 561 546 543

（38.3%） （26.1%） （22.9%） （22.7%）

1,567 1,587 1,842 1,852

（61.7%） （73.9%） （77.1%） （77.3%）

年度別排出量（ｋL/年）

排出量合計

し尿

浄化槽汚泥

 

し尿及び浄化槽汚泥の排出量実績の推移と排出割合は、図表 3—１３に示すとおりです。 

し尿及び浄化槽汚泥の排出割合は概ね３対７の比率で推移しています。 

 

図表３－１３ し尿及び浄化槽汚泥の排出量の推移と排出割合 

 

 （ ）内はし尿及び浄化槽汚泥排出割合 

Ｈ30 Ｈ31(Ｒ1) R2 R3 R4 R5 R6

19,093 18,693 19,655 19,400 18,450 18,251 18,428

6,435 6,315 6,591 6,180 5,875 5,536 5,799

(33.7%) (33.8%) (33.5%) (31.9%) (31.8%) (30.3%) (31.5%)

12,658 12,378 13,064 13,220 12,575 12,715 12,629

(66.3%) (66.2%) (66.5%) (68.1%) (68.2%) (69.7%) (68.5%)

排出量合計

年度別排出量（㎘/年）

し尿

浄化槽汚泥

旧玖西汚泥再生処理施設（旧真水苑）について 

令和 3 年度まで熊毛地域から排出されるし尿及び浄化槽汚泥は、本市及び岩国市で

構成する玖西環境衛生組合が設置・運営する玖西汚泥処理施設（真水苑）で処理を行

ってきました。 

 当時、利用者は事前にし尿処理券を購入し、収集時に処理券を支払う収集方法を行

っていましたが、組合解散以降、市の行う定期収集制度が利用できるようになり、し

尿処理の一元化に伴う利便性の向上が図られました。 

旧真水苑の排出量実績 
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収集・運搬 

し尿及び浄化槽汚泥の収集・運搬体制は、図表 3—１４に示すとおりです。 

本市から排出されるし尿及び浄化槽汚泥の収集・運搬は委託業者及び許可業者が行っています。 

し尿の収集頻度は、原則、１回/月、2 回/月、１回/２月のいずれかです。 

し尿処理手数料は、定額制を基本とし、臨時収集等において従量制が採用されています。 

 し尿処理手数料 

定額制（登録人数による） 

3４０円/１便槽1回 

2５２円/1人1ヶ月（簡易水洗トイレの場合は16４円/１人1ヶ月を加算） 

    （簡易水洗トイレの場合で360ℓを超える場合は1４２円/36ℓを加算） 

従量制（定額制により難い場合） 

4６２円/36ℓ（臨時くみ取りの場合は、1,4３０円/回を加算） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 周南市 徳山地域 新南陽地域 熊毛地域 鹿野地域 

収

集

・

運

搬

形

態 

し 尿 
委 託 ６社 ２社 ２社 １社 １社 

許 可 ６社 ２社 ２社 １社 １社 

浄化槽

汚 泥 

委 託 － － － － － 

許 可 ６社 ２社 ２社 １社 １社 

業者数 ６社   ２社   ２社   １社   １社 

収集・運

搬 

車   両 

台 数 ２９台 １１台 ６台 ８台 ４台 

積載量 １０７kℓ ４０ kℓ １７ kℓ ３２ kℓ １８ kℓ 

し尿収集頻度  原則、１回/月、２回/月、１回/２月を選択 
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②中間処理・再資源化・最終処分 

本市から排出されるし尿及び浄化槽汚泥は、徳山中央浄化センターで中間処理しています。（施

設の概要は図表３－１５参照。）徳山中央浄化センターにおける処理工程は図表３－１６に示す

とおりです。 

令和６年８月に竣工した徳山中央浄化センターのし尿等投入施設に搬入し、同センターの公共

下水道処理施設で中間処理しています。 

前処理（除渣※1）で発生するし渣※2 は焼却処理し、中間処理で発生する汚泥はセメント原料化

しています。  

 ※1 し尿に混入しているごみを取り除くこと  ※2 し尿に混入しているごみ 

 

図表３－１５ 周南市徳山中央浄化センターし尿投入施設の概要 

 

施設名 徳山中央浄化センターし尿等投入施設 

所在地 周南市晴海町 地内 

設置主体 周南市 

供用開始年月 当初   令和６年８月 
 

処理地域 市内全域  

公称能力※ 50 kℓ/日  

処理方式 除渣（前処理）→公共下水道終末処理場  

放流先 公共下水道終末処理場  

汚泥処理 セメント原料化（公共下水道終末処理場による）  

       ※処理施設で１日に投入できるし尿及び浄化槽汚泥量目安 

 

図表３－１６  徳山中央浄化センターにおける処理工程（概略） 
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本市では、周南市汚水処理施設整備構想に基づき、全ての生活排水を集合または個別処理型汚水

処理施設で処理することとなっています。 

 

① 集合処理施設の整備推進 

本市の集合処理施設に関しては、集落排水処理施設の整備は完了しており、公共下水道処理施

設において整備を推進しているところです。 

生活環境の改善及び水環境への汚濁負荷の軽減を行うため、未整備区域において整備手法の見

直しや、施設整備を推進し、処理区域の拡充を図るとともに、既に整備されている処理区域内の

公共下水道への未接続世帯などの接続に対して、指導等を行っていく必要があります。 

 

② 個別処理施設の整備推進 

公共下水道や集落排水処理施設などの集合処理施設の整備計画外となる地域においては、合併

処理浄化槽の整備が必要です。 

 

③ 生活排水対策の啓発 

本市の水環境保全に対して、生活排水処理対策が果たす役割及びその効果等について広く市民

に啓発し、また、台所などの発生源における汚濁負荷削減対策についても同様に啓発を行ってい

く必要があります。 

 

 

① 排出段階 

し尿及び浄化槽汚泥の排出量は、人口減少などの影響により減少傾向にあります。 

また、し尿くみ取り時における水の使用や浄化槽清掃時における汚泥引き抜きを効率的に行い、

市民や事業者による適正な維持管理の実施が課題です。 

 

下水道区域内のくみ取りトイレ等については、下水道法により、供用開始から原則３年以内に

公共下水道へ接続することが必要です。し尿処理への負担軽減、施設の二重投資を回避するため、

下水道整備地区において早期に接続し、投資効果を高めることが必要です。 
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② 収集・運搬段階・中間処理段階 

本市の収集・運搬段階においては、適切に行われており、中間処理についても令和４年度に徳

山中央浄化センターでの一元化処理となったことから効率的な運用が進められており、課題は生

じていません。今後も引き続き適正処理、有効利用を進めることが必要です。 

 

③ 再資源化・最終処分段階 

し尿及び浄化槽汚泥の処理工程で発生するし渣や汚泥は、適正処理や有効利用を行っています。

今後も引き続き適正処理、有効利用を進めることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなで実行！家計にもやさしい生活排水対策・１０の工夫 

水にやさしいクッキングの工夫 

その１） 調理の手順を工夫して、ムダなく水を使いましょう。 

その２） 調理くずや食べ残しが流れてしまわないように水切り袋などを使いましょう。        

その３） 食器や鍋の油汚れは紙などで拭き取ったり、ヘラでかき取ってから洗いましょう。      

その４） 米のとぎ汁は、1 回めの濃いものだけでも庭の木や畑にまいて利用しましょう。      

その５） 油は流さず使い切る工夫をしましょう。やむを得ず捨てる場合には、古新聞や  

ボロ布などにしみこませて、生ごみと一緒に捨てましょう。 

水にやさしい暮らしの工夫 

その６） トイレは、使用後にちょこちょこ掃除しましょう。               

その７） 入浴の際は、石けん、シャンプー、リンスを使いすぎないようにしましょう。   

その８） お風呂の残り湯を洗濯や掃除に再利用しましょう。               

その９） 洗濯の洗剤・石けんは適量を使いましょう。                      

（多く使っても洗浄力が高まるわけではありません。） 

その 10）歯みがきの水はコップで、洗顔には洗面器を使いましょう。 

                出典：「ひろげようキレイな水のある暮らし」環境省 
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本計画では、「環境にやさしく快適な循環型社会のまち」を目標とする姿とし、その姿を実現

するため、「し尿及び浄化槽汚泥の適正処理の推進」と「生活排水処理施設の効率的な整備の推

進」を図ることを基本理念とし、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図っていくものとします。 

 

生活排水対策の基本は、各家庭での発生源対策を基軸として、市民の生活排水に対する意識啓

発活動の強化と実践活動の促進です。したがって、それらの促進に努めるとともに、地域特性等

を十分考慮しながら合併処理浄化槽あるいは集合処理型施設（公共下水道）の整備を計画的かつ

効率的に推進していくこととします。 

 

 

 

①下水道の整備  

  公共下水道及び集落排水の計画区域における整備や施設の維持管理に努め、公衆衛

生の向上及び公共用水域の水質保全に取り組みます。 

 

②浄化槽（合併処理浄化槽）の設置及び適正管理の推進 

   公共下水道及び集落排水の計画区域外の地域において、単独処理浄化槽やくみ取り便槽か

ら合併処理浄化槽への転換促進及び浄化槽の適正管理を推進することにより、公共用水域の

水質保全に取り組みます。 

     また、法定検査未受検や浄化槽を適正に管理していない浄化槽管理者に対し指導します。 
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本市では、下水道や集落排水処理施設及び合併処理浄化槽の整備を進め、生活排水処理率１０

０％を目指しています。本計画期間では、図表３－１７のとおり令和１６年度には総人口に占める

公共下水道人口、集落排水施設人口、合併処理浄化槽人口の割合を示す生活排水処理率を 9４.０％

とすることとします。各年度の推移は図表３－１８のとおりです。 

 

図表３－１７ 生活排水処理の計画 

 現在 

（令和６年度） 

中間年度 

（令和１２年度） 

目標年度 

（令和１６年度） 

生活排水処理率※ ９１．７％ ９２．８％ ９４．０％ 

※生活排水処理率＝生活排水処理人口÷行政区域内人口 

 

 

図表３－１８ 生活排水処理の将来推計 

Ｃ生活排水処理率＝Ｂ生活排水処理人口÷Ａ行政区域内人口 

 Ｂ生活排水処理人口＝Ｄ公共下水道人口＋Ｅ合併処理浄化槽人口

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

（人） 133,917 133,500 132,220 130,940 129,660 128,380 127,100 125,800 124,500 123,200 121,900

（人） 133,917 133,500 132,220 130,940 129,660 128,380 127,100 125,800 124,500 123,200 121,900

（人） 8,997 9,197 8,845 8,494 8,141 7,787 7,436 7,070 6,700 6,337 5,979

計画収集人口 （人） 3,381 3,532 3,382 3,231 3,080 2,929 2,780 2,626 2,472 2,317 2,167

自家処理人口 （人） 5,616 5,665 5,463 5,263 5,061 4,858 4,656 4,444 4,228 4,020 3,812

（人） 124,920 124,303 123,375 122,446 121,519 120,593 119,664 118,730 117,800 116,863 115,921

（人） 113,551 112,773 111,995 111,216 110,438 109,660 108,881 108,103 107,325 106,546 105,760

（人） 11,369 11,530 11,380 11,230 11,081 10,933 10,783 10,627 10,475 10,317 10,161

（人） 9,200 9,273 9,221 9,167 9,116 9,063 9,010 8,955 8,903 8,846 8,789

集落排水施設人口 （人） 4,266 4,239 4,212 4,182 4,155 4,127 4,098 4,070 4,043 4,013 3,983

補助合併処理浄化槽人口（人） 3,710 3,744 3,778 3,812 3,846 3,880 3,914 3,948 3,981 4,014 4,046

その他合併処理浄化槽人口（人） 1,224 1,290 1,231 1,173 1,115 1,056 998 937 879 819 760

（人） 2,169 2,257 2,159 2,063 1,965 1,870 1,773 1,672 1,572 1,471 1,372

（人） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（人） 122,751 122,046 121,216 120,383 119,554 118,723 117,891 117,058 116,228 115,392 114,549

91.7 91.4 91.7 91.9 92.2 92.5 92.8 93.1 93.4 93.7 94.0

年度別推計値

単独処理浄化槽人口

計画区域外人口

Ｂ生活排水処理人口

Ｃ生活排水処理率

項目

人
口
等

Ａ行政区域内人口

計画処理区域内人口

非水洗化人口

水洗化人口

Ｄ公共下水道人口

浄化槽人口

E合併処理浄化槽人口
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  生活排水処理施設別の処理主体は、図表３－１９のとおりとします。 

 

図表３－１９ 生活排水処理施設の処理主体 

  

処理施設の種類 
対象となる 

生活排水の種類 
処理主体 

公共下水道 

し尿及び生活雑排水 
本市 集落排水処理施設 

し尿処理施設 

合併処理浄化槽 
個人等 

単独処理浄化槽 し尿 
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100,000

105,000

110,000

115,000

120,000

125,000

130,000

135,000 その他合併処理浄化槽人口

補助合併処理浄化槽人口

集落排水施設人口

公共下水道人口

0

5,000

10,000

15,000

20,000 単独処理浄化槽人口

自家処理人口

計画(し尿)収集人口

生活排水処理形態別の将来人口は、行政区域内人口の減少に伴い、公共下水道人口や集落排水、

合併浄化槽の水洗化人口（図表３－２０）及び単独処理浄化槽人口し尿収集の生活雑排水未処理

人口（図表３－２１）ともに減少する見込みです。内訳は図表３－２２のとおりです。 
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図表３－２２ 処理人口の内訳 

 
現 在 

(令和６年度) 

目標年度 

（令和１６年度） 

行政区域内人口 1３３,９１７人 １２１,９００人 

水洗化・生活雑排水処理人口※１ 12２,７５１人 １１４,５４９人 

生活雑排水未処理人口※２ 1１,１６６人 ７,３５１人 

※１ 水洗化・生活雑排水処理人口＝公共下水道人口＋合併処理浄化槽人口（集落排水処理施設人口を含む。） 

※２ 生活雑排水未処理人口＝単独処理浄化槽人口＋計画収集人口＋自家処理人口 

 

生活排水処理の整備計画の概要は、図表３－２３に示す通りです。 

引き続き、公共下水道整備及び合併処理浄化槽の整備促進等を行っていくものとします。 

 

 図表３－２３ 各施設の整備計画 

公共下水道 ・ 公共下水道（３処理区）         

徳山中央処理区（徳山、新南陽の一部地域）、徳山東部処理

区（徳山）、新南陽処理区（新南陽、徳山の一部地域） 

・ 特定環境保全公共下水道（３処理区） 

新南陽北部処理区（新南陽）、新南陽処理区（徳山）、鹿野

処理区（鹿野） 

・ 周南市流域関連公共下水道（１処理区） 

周南処理区（熊毛） 

集落排水 

処理施設 

・ 農業集落排水処理施設（3 地区） 

須々万地区（徳山）、高瀬地区（新南陽） 

八代地区（熊毛） 

・ 漁業集落排水処理施設（１処理区） 

粭島処理区（徳山） 

合併処理浄化槽 ・ 個別排水処理施設整備事業による整備 
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7,138 
5,799 

4,836 
4,000 

12,589 

12,629 

12,095 
11,637 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

㎘

浄化槽汚泥

し尿

し尿及び浄化槽汚泥の将来見込みの合計量は、図表３－２４のとおりし尿の排出量の減少に伴

い、令和１６年度において年間約 16,000Kℓ を下回る見込みです。    

 

図表３－２４ し尿及び浄化槽汚泥の将来見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 再資源化に関する目標  

し尿及び浄化槽汚泥を中間処理する過程で発生する汚泥は、再資源化等の有効利用を進めるも

のとします。 

 

② 資源化の方法 

処理過程で発生する汚泥は、セメント原料化します。 

③ 再資源化に関する施策 

 汚泥の有効利用  

汚泥の再資源化は、これまでどおり有効利用（セメント原料化）を継続・推進していくもの

とします。 

 

実績     推計 
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① 収集運搬に関する目標 

し尿及び浄化槽汚泥の効率的で適正な収集運搬に努めます。 

 

② 収集運搬の範囲 

収集運搬の範囲は、現行どおり本市全域とします。 

 

③ 収集運搬の方法及びその量 

収集運搬の方法は、現行どおり行うものとします。 

し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬量は、図表３—２５に示すとおりです。 

 

図表３－25 

し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬量の実績と将来見込み 

 

※上記将来見込み数値は、人口の減少傾向などを踏まえ、下水道計画の将来見込みと整合を図ったものです。 

 

④ 収集運搬に関する施策 

 収集運搬体制の維持  

現在、合併処理浄化槽への転換を推進していることから、収集運搬におけるし尿の割合が減少

する一方で浄化槽汚泥の割合は増加傾向にありますが、将来的には人口減少に伴いし尿及び浄化

槽汚泥の収集運搬量も減少すると見込まれます。 

こうした変動に対して、収集・運搬を行う委託業者や認可業者と協力して、市民サービスを低

下することなく、安定かつ効率的な収集運搬体制を維持していくものとします。 

 

 

 

 

 

 

5,799 4,000

12,629 11,637

18,428 15,637

Ｒ６実績

（㎘/年）

Ｒ１６見込み

（㎘/年）

合計

し尿　　　　　

浄化槽汚泥      
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Ｒ8年度 Ｒ9年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 Ｒ12年度 Ｒ13年度 Ｒ14年度 Ｒ15年度 Ｒ16年度

 し尿・浄化槽汚泥
中間処理
最終処分

 

① 中間処理・最終処分に関する目標 

中間処理について、し尿及び浄化槽汚泥の適正処理を推進します。また、循環型社会形成推進

基本法に従い、リサイクルを優先し、有効利用できないものは適正に最終処分を行うものとしま

す。 

 

② 中間処理量 

し尿及び浄化槽汚泥の中間処理量は、図表３－１2（再掲）に示すとおりです。 

 

③ し尿及び浄化槽汚泥処理システム（令和 6 年度以降継続） 

 

図表３—１２（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④最終処分の方法 

汚泥は、セメント原料化して有効利用します。 

し渣は、委託にて焼却後埋め立て処分します。 

 

⑤中間処理・最終処分に関する施策 

 し尿及び浄化槽汚泥の適正処理  

し尿及び浄化槽汚泥の処理について、現在の処理体制を継続します。 

 

図表３－２６ 
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市民に対して、生活環境の保全及び公衆衛生の向上の観点から生活雑排水対策の重要性や浄化槽

管理の重要性について周知を図っていく必要があります。 

そのため、流し台から油を流さないなど家庭でできる生活排水対策について、継続的に広報・啓

発活動を行う必要があります。 

また、下水道や集落排水処理施設が整備されている地区においては、未接続世帯へ速やかな接続

を啓発していきます。 

 

 

 

 

 

  

 

合併処理浄化槽の設置を促進するため、単独処理浄化槽又はくみ取り便槽からの転換に対し、

その費用の一部補助を行っています。 

あわせて、合併処理浄化槽の適正な管理と負担軽減のため、維持管理費に対する補助金制度も

設けています。 

 また、新たに浄化槽の管理者になる方には、利用者向けリーフレットを配布するなど、浄化槽

を適正に管理していただくよう啓発しています。 

 

 

 

 

 

 

 

浄化槽利用者向けリーフレット 提供：環境政策課 

 

施設見学用のパンフレット（児童用） 提供：下水道施設課 
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本計画は、下水道事業や集落排水事業、さらに合併処理浄化槽整備事業と調整を図ることが必要

です。今後も各事業計画との整合を図り、生活排水の適正処理を推進していくものとします。 

 

大規模災害が発生した場合、被災者の生活に支障が生じないよう、仮設トイレの設置、収集運

搬体制の確保が急務となります。 

大規模災害への備えとして、山口県及び市町相互間の災害時応援協定が締結され、平時からの

情報交換、災害発生時の相互協力体制の構築を行っています。 

また、本市では、平成３１年に市内し尿収集運搬委託事業者と災害時におけるし尿等の収集運

搬に関する協定を締結し、令和２年３月には周南市災害廃棄物処理基本計画を策定し、災害時の

災害ごみをはじめ、し尿・浄化槽汚泥の適正処理を進めるための体制を構築しています。 

地球温暖化等の影響により、大規模災害の発生が増加しており、今後も、国や県、県内市町や

民間団体等と必要な連携を図ります。
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■計画策定の経緯 
 計画策定にあたり、周南市ごみ対策推進審議会から意見をいただき、パブリック・コ

メントを実施しました。 

 

年 月 日 内     容 

令和７年１０月６日 令和７年度 第１回 周南市ごみ対策推進審議会 

●議事 

（１）周南市のごみ排出量（令和６年度実績値）について 

（２）第２次周南市一般廃棄物（生活排水）処理基本計画（案）

について 

令和７年１１月１４日 令和７年度 第２回 周南市ごみ対策推進審議会 

●議事 

（１）第２次周南市一般廃棄物（生活排水）処理基本計画（案）

について 

 

 

 

 

令和７年１２月８日 

～ 

令和８年１月９日 

パブリック・コメントの実施 

閲覧方法と閲覧場所： 

周南市ホームページ、環境生活部 リサイクル推進課、市

役所本庁舎 1 階情報閲覧コーナー・各総合支所情報公開

窓口、各支所 

意見の提出方法：書面提出、郵送、ファックス、電子メール 

意見提出可能者： 

周南市内にお住まいの方、周南市内の事務所又は事業所に

勤務されている方、周南市内の学校に在学されている方、

周南市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他

の団体 

 

令和８年２月３日 令和７年度 第３回 周南市ごみ対策推進審議会 

●議事 

（１）第２次一般廃棄物（生活排水）処理基本計画（素案）の

パブリック・コメント実施結果及びそれについての市の

考え方について 

（２）第２次一般廃棄物（生活排水）処理基本計画について 

  （３）令和８年度一般廃棄物処理実施計画（案）について 
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周南市ごみ対策推進審議会委員名簿 
令和８年３月現在  

№ 委員区分 人数 氏  名 所 属 等 備考 

１ 学識経験者 2 名 
赤木
あ か き

 真由
ま ゆ

 周南公立大学 講師 会長 

池田
い け だ

 光
みつ

優
まさ

 徳山工業高等専門学校 教授  

２ 
廃棄物処理・ 

再生事業者 
2 名 

杉村
すぎむら

 恒
つね

俊
とし

 ㈱トクヤマ 徳山製造所  

姉ケ山
あ ね が や ま

 将和
まさかず

 東ソー㈱ 南陽事業所  

３ 
流通・販売 

事業者 
2 名 

船井
ふ な い

 辰朗
たつろう

 徳山商工会議所  

山崎
やまさき

 信枝
の ぶ え

 新南陽商工会議所  

４ 住民代表者 11 名 

加藤
か と う

 洋
ひろし

 徳山環境衛生連合会 副会長 

礒村
いそむら

 孝
たかし

 新南陽環境衛生自治会連合会  

山本
やまもと

 瀧
たき

雄
お

 熊毛環境衛生推進協議会  

小田
お だ

 和則
かずのり

 鹿野環境衛生推進協議会  

小松原
こ ま つ ば ら

 美佐子
み さ こ

 周南消費者協会  

鎌田
か ま だ

 昌子
ま さ こ

 徳山女性団体連絡協議会  

佐々木
さ さ き

 哲子
て つ こ

 新南陽女性団体連絡協議会  

山本
やまもと

 明子
あ き こ

 熊毛婦人会  

有國
ありくに

 美恵子
み え こ

 鹿野地区女性団体連絡協議会  

住谷
すみたに

 博
ひろ

志
し

 公募  

千葉
ち ば

 浩之
ひろゆき

 公募  

５ 
関係行政 

機関職員 
1 名 髙

たか

尾
お

 典子
の り こ

 
山口県周南健康福祉センター 

保健環境部生活環境課 
 

計 18 名   

委員の任期：令和 6 年４月 1 日~令和 8 年 3 月 31 日 
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資料編 

 
 

1.行政区域内人口、処理人口及びし尿・浄化槽汚泥排出量等の推計

について 

 

本市における行政区域内人口、処理人口及びし尿・浄化槽汚泥排出量の将来推計は、

資料 1 に示す手順で行いました。 

生活排水処理人口は、公共下水道人口、農業・漁業集落排水処理施設人口、補助合併

処理浄化槽人口及びその他合併処理浄化槽人口を将来推計し予測値としました。 

一方、計画収集人口、自家処理人口及び単独処理浄化槽人口は、生活排水処理施設の

整備により減少することが考えられます。したがって、各人口の合計を行政区域内人口

と生活排水処理人口の差を求め、これを令和６年度の計画収集人口、自家処理人口及び

単独処理浄化槽人口の割合で按分してそれぞれの予測値としました。ただし、自家処理

人口に関しては、差し引きによるものとしました。 

し尿・浄化槽汚泥量は、市民一人一日当たり平均排出量（単位：L/人･日）を将来推

計し、さらに対象処理人口の将来推計結果を乗じてし尿・浄化槽汚泥量の予測値としま

した。 

本市の生活排水処理人口およびし尿・浄化槽汚泥量は、徳山地域，新南陽地域，熊毛

地域及び鹿野地域でそれぞれ推計した人口及び量予測値の合計を予測値としました。 

 

一般廃棄物（生活排水）処理基本計画の将来推計 

資料1



 

令和６年度実績に 

基づく 

公共下水道人口の推計〔B〕（人） 

農業・漁業集落排水処理施設人口 

の推計〔C〕（人） 

計画収集人口の推計〔F〕（人） 

し尿排出量の推計（kL/年） 

浄化槽汚泥排出量の推計（kL/年） 

し尿の市民一人当たりの 

排出量の推計（L/人日） 

浄化槽汚泥の市民一人当たりの 

排出量の推計（L/人日） 

し尿排出量の推計（kL/年） 

各地区のし尿量推計の合計 

（徳山地域+新南陽地域+熊毛地域+鹿野地域） 

各地区の浄化槽汚泥量推計の合計 

（徳山地域+新南陽地域+熊毛地域+鹿野地域） 

浄化槽汚泥排出量の推計（kL/年） 

各地区の行政区域内人口 

の推計〔A〕（人） 

補助合併処理浄化槽人口 

の推計〔D〕（人） 

その他合併処理浄化槽人口 

の推計〔G〕（人） 

単独処理浄化槽人口の推計〔H〕（人） 

（D+G+H）×一人当たり浄化槽汚泥排出量 

×365 日×10-3 

自家処理人口の推計〔I〕（人） 

令和６年度実績に 

基づく 

◆資料 1 将来推計方法 

 

 
「 周 南 市 公 共 下 水 道 事 業 計 画 変 更 計 画 書  

令和６年度」の区域人口に基づき算出 

「周南市汚水処理施設整備構想」の計画値に  

基づき算出 

算出による（上記 A より B～H を差し引く） 

算出による（令和６年度割合で按分） 

算出による（令和６年度割合で按分） 

算出による（令和６年度割合で按分） 

H×一人当たりし尿排出量×365 日×10-3 

「周南市汚水処理施設整備構想」の計画値に  

基づき算出 

「周南市汚水処理施設整備構想」の計画値に  

基づき算出 

資料2



◎生活排水処理人口及びし尿・浄化槽汚泥の推計【市全体】

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

（人） 147,010 145,839 144,472 143,113 141,809 140,392 138,718 137,248 135,315 133,917 133,500 132,220 130,940 129,660 128,380 127,100 125,800 124,500 123,200 121,900

（人） 147,010 145,839 144,472 143,113 141,809 140,392 138,718 137,248 135,315 133,917 133,500 132,220 130,940 129,660 128,380 127,100 125,800 124,500 123,200 121,900

（人） 10,925 11,203 13,889 12,913 12,452 12,001 11,431 9,996 10,236 8,997 9,197 8,845 8,494 8,141 7,787 7,436 7,070 6,700 6,337 5,979

計画収集人口 （人） 5,684 5,424 5,135 4,900 4,457 4,290 4,066 3,781 3,599 3,381 3,532 3,382 3,231 3,080 2,929 2,780 2,626 2,472 2,317 2,167

自家処理人口 （人） 5,241 5,779 8,754 8,013 7,995 7,711 7,365 6,215 6,637 5,616 5,665 5,463 5,263 5,061 4,858 4,656 4,444 4,228 4,020 3,812

（人） 136,085 134,636 130,583 130,200 129,357 128,391 127,287 127,252 125,079 124,920 124,303 123,375 122,446 121,519 120,593 119,664 118,730 117,800 116,863 115,921

（人） 119,450 118,864 118,075 117,165 116,429 115,530 114,448 115,010 113,492 113,551 112,773 111,995 111,216 110,438 109,660 108,881 108,103 107,325 106,546 105,760

（人） 16,635 15,772 12,508 13,035 12,928 12,861 12,839 12,242 11,587 11,369 11,530 11,380 11,230 11,081 10,933 10,783 10,627 10,475 10,317 10,161

（人） 13,107 12,807 10,058 10,402 10,246 10,235 10,205 9,817 9,335 9,200 9,273 9,221 9,167 9,116 9,063 9,010 8,955 8,903 8,846 8,789

集落排水施設人口 （人） 5,062 4,964 4,865 4,789 4,733 4,648 4,541 4,435 4,360 4,266 4,239 4,212 4,182 4,155 4,127 4,098 4,070 4,043 4,013 3,983

補助合併処理浄化槽人口 （人） 6,411 6,434 4,115 4,395 4,310 4,200 4,344 4,064 3,783 3,710 3,744 3,778 3,812 3,846 3,880 3,914 3,948 3,981 4,014 4,046

その他合併処理浄化槽人口 （人） 1,634 1,409 1,078 1,218 1,203 1,387 1,320 1,318 1,192 1,224 1,290 1,231 1,173 1,115 1,056 998 937 879 819 760

（人） 3,528 2,965 2,450 2,633 2,682 2,626 2,634 2,425 2,252 2,169 2,257 2,159 2,063 1,965 1,870 1,773 1,672 1,572 1,471 1,372

（人） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90.2 90.3 88.7 89.1 89.3 89.6 89.9 90.9 90.8 91.7 91.4 91.7 91.9 92.2 92.5 92.8 93.1 93.4 93.7 94.0

年間排出量 （kL/年） 7,138 7,036 6,608 6,435 6,315 6,591 6,180 5,875 5,536 5,799 5,832 5,632 5,434 5,230 5,029 4,836 4,625 4,412 4,201 4,000

一日排出量 （kL/日） 19.56 19.28 18.11 17.63 17.30 18.06 16.93 16.09 15.16 15.88 15.98 15.43 14.89 14.33 13.78 13.25 12.67 12.09 11.51 10.96

原単位 （L/人/日） 3.44 3.55 3.53 3.60 3.88 4.21 4.16 4.26 4.21 4.70 4.52 4.56 4.61 4.65 4.70 4.77 4.83 4.89 4.97 5.06

年間排出量 （kL/年） 12,589 13,066 12,571 12,658 12,378 13,064 13,220 12,575 12,715 12,629 12,549 12,447 12,363 12,267 12,188 12,095 11,983 11,874 11,749 11,637

一日排出量 （kL/日） 34.49 35.80 34.44 34.68 33.92 35.79 36.22 34.45 34.84 34.61 34.38 34.1 33.87 33.61 33.39 33.14 32.83 32.53 32.19 31.88

原単位 （L/人/日） 2.98 3.31 4.51 4.21 4.14 4.36 4.36 4.41 4.82 4.87 4.72 4.76 4.81 4.85 4.91 4.96 5.01 5.06 5.11 5.16

年間排出量 （kL/年） 19,727 20,102 19,179 19,093 18,693 19,655 19,400 18,450 18,251 18,428 18,381 18,079 17,797 17,497 17,217 16,931 16,608 16,286 15,950 15,637

一日排出量 （kL/日） 54.05 55.08 52.55 52.31 51.22 53.85 53.15 50.54 50.00 50.49 50.36 49.53 48.76 47.94 47.17 46.39 45.5 44.62 43.7 42.84

原単位 （L/人/日） 3.13 3.39 4.11 3.98 4.05 4.31 4.30 4.36 4.62 4.82 4.65 4.69 4.74 4.79 4.85 4.9 4.95 5.01 5.07 5.13

36.2% 35.0% 34.5% 33.7% 33.8% 33.5% 31.9% 31.8% 30.3% 31.5% 31.7% 31.2% 30.5% 29.9% 29.2% 28.6% 27.8% 27.1% 26.3% 25.6%

63.8% 65.0% 65.5% 66.3% 66.2% 66.5% 68.1% 68.2% 69.7% 68.5% 68.3% 68.8% 69.5% 70.1% 70.8% 71.4% 72.2% 72.9% 73.7% 74.4%

（人） 16,087 15,577 17,417 16,764 16,337 16,014 15,385 13,739 13,680 12,390 12,744 12,235 11,730 11,221 10,713 10,207 9,679 9,151 8,627 8,111

計画収集人口 （人） 3,532 3,382 3,231 3,080 2,929 2,780 2,626 2,472 2,317 2,167

自家処理人口 （人） 5,665 5,463 5,263 5,061 4,858 4,656 4,444 4,228 4,020 3,812

その他合併処理浄化槽人口 （人） 1,290 1,231 1,173 1,115 1,056 998 937 879 819 760

単独処理浄化槽人口 （人） 2,257 2,159 2,063 1,965 1,870 1,773 1,672 1,572 1,471 1,372

合計 （人） 12,744 12,235 11,730 11,221 10,713 10,207 9,679 9,151 8,627 8,111

（人） 112,773 111,995 111,216 110,438 109,660 108,881 108,103 107,325 106,546 105,760

（人） 4,239 4,212 4,182 4,155 4,127 4,098 4,070 4,043 4,013 3,983

（人） 3,744 3,778 3,812 3,846 3,880 3,914 3,948 3,981 4,014 4,046

5,684 5,424 5,135 4,900 4,457 4,290 4,066 3,781 3,599 3,381 3,532 3,382 3,231 3,080 2,929 2,780 2,626 2,472 2,317 2,167

11,573 10,808 7,643 8,246 8,195 8,213 8,298 7,807 7,227 7,103 7,291 7,168 7,048 6,926 6,806 6,685 6,557 6,432 6,304 6,178

17,257 16,232 12,778 13,146 12,652 12,503 12,364 11,588 10,826 10,484 10,823 10,550 10,279 10,006 9,735 9,465 9,183 8,904 8,621 8,345

項目

年度別実績値

人
口
等

行政区域内人口

計画処理区域内人口

非水洗化人口

水洗化人口

公共下水道人口

浄化槽人口

合併処理浄化槽人口

単独処理浄化槽人口

計画区域外人口

生活排水処理率

年度別推計値

合併処理浄化槽整備人口の見込み

し尿排出に対する対象人口

浄化槽汚泥排出に対する対象人口

対象人口（合計）

し尿

浄化槽汚泥

行政区域内人口-公共下水道人口
　-集落排水施設人口-補助合併浄化槽人口

割合

下水道整備人口の見込み

集落排水施設整備人口の見込み

排
出
量

し尿

浄化槽汚泥

合計

割合
（一日量）
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◎生活排水処理人口及びし尿・浄化槽汚泥の推計【徳山地域】

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

（人） 96,899 96,192 95,251 94,376 93,596 92,816 91,783 90,938 89,596 88,776 88,800 87,975 87,150 86,325 85,501 84,677 83,837 82,997 82,157 81,317 A 将来人口推計値

（人） 96,899 96,192 95,251 94,376 93,596 92,816 91,783 90,938 89,596 88,776 88,800 87,975 87,150 86,325 85,501 84,677 83,837 82,997 82,157 81,317

（人） 7,231 7,438 9,345 8,458 8,157 7,698 7,368 6,202 6,347 6,082 6,400 6,108 5,816 5,523 5,231 4,940 4,637 4,332 4,030 3,729

計画収集人口 （人） 4,191 4,004 3,798 3,557 3,323 3,182 3,007 2,849 2,717 2,539 2,672 2,550 2,428 2,306 2,184 2,062 1,936 1,809 1,682 1,557 F

自家処理人口 （人） 3,040 3,434 5,547 4,901 4,834 4,516 4,361 3,353 3,630 3,543 3,728 3,558 3,388 3,217 3,047 2,878 2,701 2,523 2,348 2,172 I

（人） 89,668 88,754 85,906 85,918 85,439 85,118 84,415 84,736 83,249 82,694 82,400 81,867 81,334 80,802 80,270 79,737 79,200 78,665 78,127 77,588

（人） 77,520 77,249 76,727 76,242 75,842 75,470 74,839 75,600 74,540 74,094 73,685 73,276 72,866 72,457 72,048 71,638 71,229 70,820 70,410 70,000 B 周南市汚水処理施設整備構想計画値

（人） 12,148 11,505 9,179 9,676 9,597 9,648 9,576 9,136 8,709 8,600 8,715 8,591 8,468 8,345 8,222 8,099 7,971 7,845 7,717 7,588

（人） 9,606 9,380 7,471 7,790 7,722 7,757 7,690 7,414 7,078 7,050 7,084 7,035 6,986 6,938 6,889 6,840 6,790 6,741 6,690 6,638

集落排水施設人口 （人） 4,447 4,378 4,307 4,244 4,212 4,150 4,041 3,955 3,896 3,827 3,796 3,765 3,733 3,702 3,671 3,639 3,608 3,577 3,545 3,513 C 周南市汚水処理施設整備構想計画値

補助合併処理浄化槽人口 （人） 3,959 3,966 2,529 2,803 2,756 2,690 2,787 2,583 2,414 2,405 2,427 2,449 2,471 2,493 2,515 2,537 2,559 2,581 2,603 2,623 D 周南市汚水処理施設整備構想計画値

その他合併処理浄化槽人口 （人） 1,200 1,036 635 743 754 917 862 876 768 818 861 821 782 743 703 664 623 583 542 502 G

（人） 2,542 2,125 1,708 1,886 1,875 1,891 1,886 1,722 1,631 1,550 1,631 1,556 1,482 1,407 1,333 1,259 1,181 1,104 1,027 950 H

（人） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 行政区域内人口-計画処理区内人口

89.9 90.1 88.4 89.0 89.3 89.7 89.9 91.3 91.1 91.4 91.0 91.3 91.6 92.0 92.3 92.7 93.1 93.5 93.8 94.2 水洗化人口/計画処理区内人口

年間排出量 （kL/年） 5,390 5,341 4,925 4,775 4,746 5,047 4,553 4,385 4,114 4,214 4,438 4,234 4,033 3,829 3,628 3,424 3,216 3,004 2,792 2,584 一日排出量×365

一日排出量 （kL/日） 14.77 14.63 13.49 13.08 13.00 13.83 12.47 12.01 11.27 11.55 12.16 11.6 11.05 10.49 9.94 9.38 8.81 8.23 7.65 7.08 原単位×J/1000

原単位 （L/人/日） 3.52 3.65 3.55 3.68 3.91 4.35 4.15 4.22 4.15 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 令和6年度の横ばい

年間排出量 （kL/年） 7,737 8,067 7,538 7,558 7,383 7,429 7,297 6,908 7,241 7,204 7,431 7,293 7,154 7,015 6,877 6,738 6,592 6,450 6,304 6,158 一日排出量×365

一日排出量 （kL/日） 21.20 22.10 20.65 20.71 20.23 20.35 19.99 18.93 19.84 19.74 20.36 19.98 19.6 19.22 18.84 18.46 18.06 17.67 17.27 16.87 原単位×K/1000

原単位 （L/人/日） 2.75 3.10 4.24 3.81 3.76 3.70 3.61 3.65 4.12 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 令和6年度の横ばい

年間排出量 （kL/年） 13,127 13,408 12,463 12,333 12,129 12,476 11,850 11,293 11,355 11,418 11,869 11,527 11,187 10,844 10,505 10,162 9,808 9,454 9,096 8,742 し尿年間排出量+浄化槽汚泥年間排出量

一日排出量 （kL/日） 35.97 36.73 34.14 33.79 33.23 34.18 32.46 30.94 31.11 31.29 32.52 31.58 30.65 29.71 28.78 27.84 26.87 25.9 24.92 23.95 し尿一日排出量+浄化槽汚泥一日排出量

原単位 （L/人/日） 3.02 3.30 3.94 3.76 3.82 3.94 3.80 3.85 4.13 4.28 4.28 4.28 4.28 4.28 4.27 4.27 4.27 4.26 4.26 4.25 年間排出量/L/365×1000

41.1% 39.8% 39.5% 38.7% 39.1% 40.5% 38.4% 38.8% 36.2% 36.9% 37.4% 36.7% 36.1% 35.3% 34.5% 33.7% 32.8% 31.8% 30.7% 29.6%

58.9% 60.2% 60.5% 61.3% 60.9% 59.5% 61.6% 61.2% 63.8% 63.1% 62.6% 63.3% 63.9% 64.7% 65.5% 66.3% 67.2% 68.2% 69.3% 70.4%

（人） 10,973 10,599 11,688 11,087 10,786 10,506 10,116 8,800 8,746 8,450 8,892 8,485 8,080 7,673 7,267 6,863 6,441 6,019 5,599 5,181 E＝A-B-C-D

計画収集人口 （人） 30.05% 2,672 2,550 2,428 2,306 2,184 2,062 1,936 1,809 1,682 1,557 F＝E×割合

自家処理人口 （人） 41.93% 3,728 3,558 3,388 3,217 3,047 2,878 2,701 2,523 2,348 2,172 I＝E-（F+G+H）

その他合併処理浄化槽人口 （人） 9.68% 861 821 782 743 703 664 623 583 542 502 G＝E×割合

単独処理浄化槽人口 （人） 18.34% 1,631 1,556 1,482 1,407 1,333 1,259 1,181 1,104 1,027 950 H＝E×割合

合計 （人） 100.00% 8,892 8,485 8,080 7,673 7,267 6,863 6,441 6,019 5,599 5,181

（人） 73,685 73,276 72,866 72,457 72,048 71,638 71,229 70,820 70,410 70,000

（人） 3,796 3,765 3,733 3,702 3,671 3,639 3,608 3,577 3,545 3,513

（人） 2,427 2,449 2,471 2,493 2,515 2,537 2,559 2,581 2,603 2,623

4,191 4,004 3,798 3,557 3,323 3,182 3,007 2,849 2,717 2,539 2,672 2,550 2,428 2,306 2,184 2,062 1,936 1,809 1,682 1,557 J＝F

7,701 7,127 4,872 5,432 5,385 5,498 5,535 5,181 4,813 4,773 4,919 4,826 4,735 4,643 4,551 4,460 4,363 4,268 4,172 4,075 K＝D+G+H

11,892 11,131 8,670 8,989 8,708 8,680 8,542 8,030 7,530 7,312 7,591 7,376 7,163 6,949 6,735 6,522 6,299 6,077 5,854 5,632 L＝J+K

し尿

浄化槽汚泥

排
出
量

し尿

浄化槽汚泥

合計

割合
（一日量）

し尿排出に対する対象人口

浄化槽汚泥排出に対する対象人口

対象人口（合計）

割合

行政区域内人口-公共下水道人口
　-集落排水施設人口-補助合併浄化槽人口

下水道整備人口の見込み

合併処理浄化槽整備人口の見込み

集落排水施設整備人口の見込み

生活排水処理率

備考

行政区域内人口

計画処理区域内人口

非水洗化人口

水洗化人口

項目

年度別実績値

人
口
等

公共下水道人口

浄化槽人口

合併処理浄化槽人口

単独処理浄化槽人口

計画区域外人口

年度別推計値
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◎生活排水処理人口及びし尿・浄化槽汚泥の推計【新南陽地域】

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

（人） 30,838 30,642 30,492 30,296 30,113 29,888 29,578 29,223 28,940 28,673 27,986 27,754 27,522 27,290 27,059 26,828 26,587 26,346 26,105 25,865 A 将来人口推計値

（人） 30,838 30,642 30,492 30,296 30,113 29,888 29,578 29,223 28,940 28,673 27,986 27,754 27,522 27,290 27,059 26,828 26,587 26,346 26,105 25,865

（人） 1,626 1,739 1,933 2,003 1,973 2,029 2,001 1,762 1,773 847 503 563 623 683 742 803 855 907 961 1,017

計画収集人口 （人） 373 344 322 286 257 250 216 204 194 183 109 122 135 147 160 174 185 196 207 220 F

自家処理人口 （人） 1,253 1,395 1,611 1,717 1,716 1,779 1,785 1,558 1,579 664 394 441 488 536 582 629 670 711 754 797 I

（人） 29,212 28,903 28,559 28,293 28,140 27,859 27,577 27,461 27,167 27,826 27,483 27,191 26,899 26,607 26,317 26,025 25,732 25,439 25,144 24,848

（人） 28,394 28,177 28,051 27,787 27,635 27,387 27,100 27,018 26,757 27,424 27,122 26,820 26,518 26,216 25,914 25,612 25,310 25,008 24,706 24,402 B 周南市汚水処理施設整備構想計画値

（人） 818 726 508 506 505 472 477 443 410 402 361 371 381 391 403 413 422 431 438 446

（人） 550 536 397 399 392 373 380 349 327 317 310 315 318 323 328 332 336 340 342 344

集落排水施設人口 （人） 173 161 154 151 147 139 135 126 121 116 117 118 118 119 120 120 121 122 122 122 C 周南市汚水処理施設整備構想計画値

補助合併処理浄化槽人口 （人） 309 309 220 226 220 208 219 191 182 176 178 180 182 184 186 188 190 191 192 192 D 周南市汚水処理施設整備構想計画値

その他合併処理浄化槽人口 （人） 68 66 23 22 25 26 26 32 24 25 15 17 18 20 22 24 25 27 28 30 G

（人） 268 190 111 107 113 99 97 94 83 85 51 56 63 68 75 81 86 91 96 102 H

（人） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 行政区域内人口-計画処理区内人口

93.9 93.7 93.3 93.0 93.1 92.9 92.9 93.6 93.6 96.7 98.0 97.8 97.5 97.2 97.0 96.7 96.5 96.2 96.0 95.7 水洗化人口/計画処理区内人口

年間排出量 （kL/年） 648 634 657 673 602 567 683 582 582 786 467 526 580 631 686 748 796 843 891 945 一日排出量×365

一日排出量 （kL/日） 1.78 1.74 1.80 1.84 1.65 1.55 1.87 1.59 1.59 2.15 1.28 1.44 1.59 1.73 1.88 2.05 2.18 2.31 2.44 2.59 原単位×J/1000

原単位 （L/人/日） 4.76 5.05 5.59 6.45 6.42 6.21 8.66 7.82 8.22 11.77 11.77 11.77 11.77 11.77 11.77 11.77 11.77 11.77 11.77 11.77 令和6年度の横ばい

年間排出量 （kL/年） 2,639 2,818 2,866 2,886 2,767 3,100 3,269 3,054 2,853 2,827 2,413 2,500 2,599 2,690 2,796 2,894 2,975 3,055 3,124 3,201 一日排出量×365

一日排出量 （kL/日） 7.23 7.72 7.85 7.91 7.58 8.49 8.96 8.37 7.82 7.75 6.61 6.85 7.12 7.37 7.66 7.93 8.15 8.37 8.56 8.77 原単位×K/1000

原単位 （L/人/日） 11.21 13.66 22.18 22.27 21.18 25.50 26.19 26.39 27.05 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 令和6年度の横ばい

年間排出量 （kL/年） 3,287 3,452 3,523 3,559 3,369 3,667 3,952 3,636 3,435 3,613 2,880 3,026 3,179 3,321 3,482 3,642 3,771 3,898 4,015 4,146 し尿年間排出量+浄化槽汚泥年間排出量

一日排出量 （kL/日） 9.01 9.46 9.65 9.75 9.23 10.04 10.83 9.96 9.41 9.90 7.89 8.29 8.71 9.1 9.54 9.98 10.33 10.68 11 11.36 し尿一日排出量+浄化槽汚泥一日排出量

原単位 （L/人/日） 8.85 10.40 14.28 15.21 15.01 17.23 19.40 19.12 19.48 21.11 22.35 22.11 21.88 21.72 21.53 21.37 21.26 21.15 21.03 20.88 年間排出量/L/365×1000

19.8% 18.4% 18.7% 18.9% 17.9% 15.4% 17.3% 16.0% 16.9% 21.7% 16.2% 17.4% 18.3% 19.0% 19.7% 20.5% 21.1% 21.6% 22.2% 22.8%

80.2% 81.6% 81.3% 81.1% 82.1% 84.6% 82.7% 84.0% 83.1% 78.3% 83.8% 82.6% 81.7% 81.0% 80.3% 79.5% 78.9% 78.4% 77.8% 77.2%

（人） 1,962 1,995 2,067 2,132 2,111 2,154 2,124 1,888 1,880 957 569 636 704 771 839 908 966 1,025 1,085 1,149 E＝A-B-C-D

計画収集人口 （人） 19.12% 109 122 135 147 160 174 185 196 207 220 F＝E×割合

自家処理人口 （人） 69.39% 394 441 488 536 582 629 670 711 754 797 I＝E-（F+G+H）

その他合併処理浄化槽人口 （人） 2.61% 15 17 18 20 22 24 25 27 28 30 G＝E×割合

単独処理浄化槽人口 （人） 8.88% 51 56 63 68 75 81 86 91 96 102 H＝E×割合

合計 （人） 100.00% 569 636 704 771 839 908 966 1,025 1,085 1,149

（人） 27,122 26,820 26,518 26,216 25,914 25,612 25,310 25,008 24,706 24,402

（人） 117 118 118 119 120 120 121 122 122 122

（人） 178 180 182 184 186 188 190 191 192 192

373 344 322 286 257 250 216 204 194 183 109 122 135 147 160 174 185 196 207 220 J＝F

645 565 354 355 358 333 342 317 289 286 244 253 263 272 283 293 301 309 316 324 K＝D+G+H

1,018 909 676 641 615 583 558 521 483 469 353 375 398 419 443 467 486 505 523 544 L＝J+K

項目

年度別実績値

備考

人
口
等

行政区域内人口

計画処理区域内人口

非水洗化人口

水洗化人口

公共下水道人口

浄化槽人口

合併処理浄化槽人口

単独処理浄化槽人口

計画区域外人口

生活排水処理率

年度別推計値

合併処理浄化槽整備人口の見込み

し尿排出に対する対象人口

浄化槽汚泥排出に対する対象人口

対象人口（合計）

し尿

浄化槽汚泥

行政区域内人口-公共下水道人口
　-集落排水施設人口-補助合併浄化槽人口

割合

下水道整備人口の見込み

集落排水施設整備人口の見込み

排
出
量

し尿

浄化槽汚泥

合計

割合
（一日量）
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◎生活排水処理人口及びし尿・浄化槽汚泥の推計【熊毛地域】

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

（人） 15,933 15,768 15,560 15,351 15,089 14,789 14,578 14,411 14,169 13,967 14,071 13,904 13,737 13,570 13,402 13,234 13,063 12,892 12,721 12,549 A 将来人口推計値

（人） 15,933 15,768 15,560 15,351 15,089 14,789 14,578 14,411 14,169 13,967 14,071 13,904 13,737 13,570 13,402 13,234 13,063 12,892 12,721 12,549

（人） 1,670 1,658 1,949 1,852 1,751 1,743 1,586 1,580 1,623 1,604 1,702 1,621 1,540 1,459 1,378 1,296 1,214 1,129 1,046 966

計画収集人口 （人） 722 708 665 722 563 552 550 456 431 417 442 421 400 379 358 337 315 294 272 251 F

自家処理人口 （人） 948 950 1,284 1,130 1,188 1,191 1,036 1,124 1,192 1,187 1,260 1,200 1,140 1,080 1,020 959 899 835 774 715 I

（人） 14,263 14,110 13,611 13,499 13,338 13,046 12,992 12,831 12,546 12,363 12,369 12,283 12,197 12,111 12,024 11,938 11,849 11,763 11,675 11,583

（人） 11,622 11,579 11,459 11,349 11,189 10,976 10,889 10,821 10,652 10,548 10,495 10,442 10,389 10,336 10,283 10,230 10,177 10,124 10,071 10,013 B 周南市汚水処理施設整備構想計画値

（人） 2,641 2,531 2,152 2,150 2,149 2,070 2,103 2,010 1,894 1,815 1,874 1,841 1,808 1,775 1,741 1,708 1,672 1,639 1,604 1,570

（人） 1,923 1,881 1,571 1,572 1,515 1,494 1,506 1,451 1,398 1,320 1,349 1,341 1,333 1,325 1,316 1,308 1,298 1,290 1,281 1,272

集落排水施設人口 （人） 442 425 404 394 374 359 365 354 343 323 326 329 331 334 336 339 341 344 346 348 C 周南市汚水処理施設整備構想計画値

補助合併処理浄化槽人口 （人） 1,224 1,248 811 800 784 773 782 766 704 662 668 674 680 686 692 698 704 710 716 722 D 周南市汚水処理施設整備構想計画値

その他合併処理浄化槽人口 （人） 257 208 356 378 357 362 359 331 351 335 355 338 322 305 288 271 253 236 219 202 G

（人） 718 650 581 578 634 576 597 559 496 495 525 500 475 450 425 400 374 349 323 298 H

（人） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 行政区域内人口-計画処理区内人口

85.0 85.4 83.7 84.2 84.2 84.3 85.0 85.2 85.0 85.0 84.2 84.7 85.3 85.9 86.5 87.2 87.8 88.5 89.2 89.9 水洗化人口/計画処理区内人口

年間排出量 （kL/年） 662 620 608 565 561 546 543 511 472 425 449 427 409 387 365 343 321 299 277 256 一日排出量×365

一日排出量 （kL/日） 1.81 1.70 1.67 1.55 1.54 1.50 1.49 1.40 1.29 1.16 1.23 1.17 1.12 1.06 1 0.94 0.88 0.82 0.76 0.7 原単位×J/1000

原単位 （L/人/日） 2.51 2.40 2.50 2.14 2.73 2.71 2.70 3.07 3.00 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 令和6年度の横ばい

年間排出量 （kL/年） 1,527 1,546 1,541 1,567 1,587 1,842 1,852 1,801 1,823 1,814 1,880 1,836 1,796 1,752 1,708 1,664 1,617 1,573 1,529 1,486 一日排出量×365

一日排出量 （kL/日） 4.18 4.24 4.22 4.29 4.35 5.05 5.07 4.93 4.99 4.97 5.15 5.03 4.92 4.8 4.68 4.56 4.43 4.31 4.19 4.07 原単位×K/1000

原単位 （L/人/日） 1.90 2.01 2.42 2.44 2.45 2.95 2.92 2.98 3.22 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 令和6年度の横ばい

年間排出量 （kL/年） 2,189 2,166 2,149 2,132 2,148 2,388 2,395 2,312 2,295 2,239 2,329 2,263 2,205 2,139 2,073 2,007 1,938 1,872 1,806 1,742 し尿年間排出量+浄化槽汚泥年間排出量

一日排出量 （kL/日） 5.99 5.94 5.89 5.84 5.89 6.55 6.56 6.33 6.28 6.13 6.38 6.2 6.04 5.86 5.68 5.5 5.31 5.13 4.95 4.77 し尿一日排出量+浄化槽汚泥一日排出量

原単位 （L/人/日） 2.05 2.11 2.44 2.36 2.52 2.89 2.87 3.00 3.17 3.21 3.21 3.21 3.22 3.22 3.22 3.22 3.23 3.23 3.23 3.24 年間排出量/L/365×1000

30.2% 28.6% 28.4% 26.5% 26.1% 22.9% 22.7% 22.1% 20.5% 18.9% 19.3% 18.9% 18.5% 18.1% 17.6% 17.1% 16.6% 16.0% 15.4% 14.7%

69.8% 71.4% 71.6% 73.5% 73.9% 77.1% 77.3% 77.9% 79.5% 81.1% 80.7% 81.1% 81.5% 81.9% 82.4% 82.9% 83.4% 84.0% 84.6% 85.3%

（人） 2,645 2,516 2,886 2,808 2,742 2,681 2,542 2,470 2,470 2,434 2,582 2,459 2,337 2,214 2,091 1,967 1,841 1,714 1,588 1,466 E＝A-B-C-D

計画収集人口 （人） 17.13% 442 421 400 379 358 337 315 294 272 251 F＝E×割合

自家処理人口 （人） 48.77% 1,260 1,200 1,140 1,080 1,020 959 899 835 774 715 I＝E-（F+G+H）

その他合併処理浄化槽人口 （人） 13.76% 355 338 322 305 288 271 253 236 219 202 G＝E×割合

単独処理浄化槽人口 （人） 20.34% 525 500 475 450 425 400 374 349 323 298 H＝E×割合

合計 （人） 100.00% 2,582 2,459 2,337 2,214 2,091 1,967 1,841 1,714 1,588 1,466

（人） 10,495 10,442 10,389 10,336 10,283 10,230 10,177 10,124 10,071 10,013

（人） 326 329 331 334 336 339 341 344 346 348

（人） 668 674 680 686 692 698 704 710 716 722

722 708 665 722 563 552 550 456 431 417 442 421 400 379 358 337 315 294 272 251 J＝F

2,199 2,106 1,748 1,756 1,775 1,711 1,738 1,656 1,551 1,492 1,548 1,512 1,477 1,441 1,405 1,369 1,331 1,295 1,258 1,222 K＝D+G+H

2,921 2,814 2,413 2,478 2,338 2,263 2,288 2,112 1,982 1,909 1,990 1,933 1,877 1,820 1,763 1,706 1,646 1,589 1,530 1,473 L＝J+K

項目

年度別実績値

備考

人
口
等

行政区域内人口

計画処理区域内人口

非水洗化人口

水洗化人口

公共下水道人口

浄化槽人口

合併処理浄化槽人口

単独処理浄化槽人口

計画区域外人口

生活排水処理率

年度別推計値

合併処理浄化槽整備人口の見込み

し尿排出に対する対象人口

浄化槽汚泥排出に対する対象人口

対象人口（合計）

し尿

浄化槽汚泥

行政区域内人口-公共下水道人口
　-集落排水施設人口-補助合併浄化槽人口

割合

下水道整備人口の見込み

集落排水施設整備人口の見込み

排
出
量

し尿

浄化槽汚泥

合計

割合
（一日量）

資料6



◎生活排水処理人口及びし尿・浄化槽汚泥の推計【鹿野地域】

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

（人） 3,340 3,237 3,169 3,090 3,011 2,899 2,779 2,676 2,610 2,501 2,643 2,587 2,531 2,475 2,418 2,361 2,313 2,265 2,217 2,169 A 将来人口推計値

（人） 3,340 3,237 3,169 3,090 3,011 2,899 2,779 2,676 2,610 2,501 2,643 2,587 2,531 2,475 2,418 2,361 2,313 2,265 2,217 2,169

（人） 398 368 662 600 571 531 476 452 493 464 592 553 515 476 436 397 364 332 300 267

計画収集人口 （人） 398 368 350 335 314 306 293 272 257 242 309 289 268 248 227 207 190 173 156 139 F

自家処理人口 （人） 0 0 312 265 257 225 183 180 236 222 283 264 247 228 209 190 174 159 144 128 I

（人） 2,942 2,869 2,507 2,490 2,440 2,368 2,303 2,224 2,117 2,037 2,051 2,034 2,016 1,999 1,982 1,964 1,949 1,933 1,917 1,902

（人） 1,914 1,859 1,838 1,787 1,763 1,697 1,620 1,571 1,543 1,485 1,471 1,457 1,443 1,429 1,415 1,401 1,387 1,373 1,359 1,345 B 周南市汚水処理施設整備構想計画値

（人） 1,028 1,010 669 703 677 671 683 653 574 552 580 577 573 570 567 563 562 560 558 557

（人） 1,028 1,010 619 641 617 611 629 603 532 513 530 530 530 530 530 530 531 532 533 535

集落排水施設人口 （人） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 周南市汚水処理施設整備構想計画値

補助合併処理浄化槽人口 （人） 919 911 555 566 550 529 556 524 483 467 471 475 479 483 487 491 495 499 503 509 D 周南市汚水処理施設整備構想計画値

その他合併処理浄化槽人口 （人） 109 99 64 75 67 82 73 79 49 46 59 55 51 47 43 39 36 33 30 26 G

（人） 0 0 50 62 60 60 54 50 42 39 50 47 43 40 37 33 31 28 25 22 H

（人） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 行政区域内人口-計画処理区内人口

88.1 88.6 77.5 78.6 79.0 79.6 80.9 81.2 79.5 79.9 75.7 76.8 78.0 79.2 80.4 81.8 82.9 84.1 85.3 86.7 水洗化人口/計画処理区内人口

年間排出量 （kL/年） 438 441 418 422 406 431 401 397 368 374 478 445 412 383 350 321 292 266 241 215 一日排出量×365

一日排出量 （kL/日） 1.20 1.21 1.15 1.16 1.11 1.18 1.10 1.09 1.01 1.02 1.31 1.22 1.13 1.05 0.96 0.88 0.8 0.73 0.66 0.59 原単位×J/1000

原単位 （L/人/日） 3.02 3.28 3.27 3.45 3.54 3.86 3.75 4.00 3.92 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 令和6年度の横ばい

年間排出量 （kL/年） 686 635 626 647 641 693 802 812 798 784 825 818 814 810 807 799 799 796 792 792 一日排出量×365

一日排出量 （kL/日） 1.88 1.74 1.72 1.77 1.76 1.90 2.20 2.22 2.19 2.15 2.26 2.24 2.23 2.22 2.21 2.19 2.19 2.18 2.17 2.17 原単位×K/1000

原単位 （L/人/日） 1.83 1.72 2.56 2.52 2.59 2.83 3.22 3.41 3.81 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89 令和6年度の横ばい

年間排出量 （kL/年） 1,124 1,076 1,044 1,069 1,047 1,124 1,203 1,209 1,166 1,158 1,303 1,263 1,226 1,193 1,157 1,120 1,091 1,062 1,033 1,007 し尿年間排出量+浄化槽汚泥年間排出量

一日排出量 （kL/日） 3.08 2.95 2.87 2.93 2.87 3.08 3.30 3.31 3.20 3.17 3.57 3.46 3.36 3.27 3.17 3.07 2.99 2.91 2.83 2.76 し尿一日排出量+浄化槽汚泥一日排出量

原単位 （L/人/日） 2.16 2.14 2.81 2.82 2.89 3.15 3.38 3.58 3.84 4.00 4.02 4 3.99 4 3.99 3.99 3.97 3.97 3.96 3.96 年間排出量/L/365×1000

39.0% 41.0% 40.1% 39.6% 38.7% 38.3% 33.3% 32.9% 31.6% 32.2% 36.7% 35.3% 33.6% 32.1% 30.3% 28.7% 26.8% 25.1% 23.3% 21.4%

61.0% 59.0% 59.9% 60.4% 61.3% 61.7% 66.7% 67.1% 68.4% 67.8% 63.3% 64.7% 66.4% 67.9% 69.7% 71.3% 73.2% 74.9% 76.7% 78.6%

（人） 507 467 776 737 698 673 603 581 584 549 701 655 609 563 516 469 431 393 355 315 E＝A-B-C-D

計画収集人口 （人） 44.08% 309 289 268 248 227 207 190 173 156 139 F＝E×割合

自家処理人口 （人） 40.44% 283 264 247 228 209 190 174 159 144 128 I＝E-（F+G+H）

その他合併処理浄化槽人口 （人） 8.38% 59 55 51 47 43 39 36 33 30 26 G＝E×割合

単独処理浄化槽人口 （人） 7.10% 50 47 43 40 37 33 31 28 25 22 H＝E×割合

合計 （人） 100.00% 701 655 609 563 516 469 431 393 355 315

（人） 1,471 1,457 1,443 1,429 1,415 1,401 1,387 1,373 1,359 1,345

（人） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（人） 471 475 479 483 487 491 495 499 503 509

398 368 350 335 314 306 293 272 257 242 309 289 268 248 227 207 190 173 156 139 J＝F

1,028 1,010 669 703 677 671 683 653 574 552 580 577 573 570 567 563 562 560 558 557 K＝D+G+H

1,426 1,378 1,019 1,038 991 977 976 925 831 794 889 866 841 818 794 770 752 733 714 696 L＝J+K

項目

年度別実績値

備考

人
口
等

行政区域内人口

計画処理区域内人口

非水洗化人口

水洗化人口

公共下水道人口

浄化槽人口

合併処理浄化槽人口

単独処理浄化槽人口

計画区域外人口

生活排水処理率

年度別推計値

合併処理浄化槽整備人口の見込み

し尿排出に対する対象人口

浄化槽汚泥排出に対する対象人口

対象人口（合計）

し尿

浄化槽汚泥

行政区域内人口-公共下水道人口
　-集落排水施設人口-補助合併浄化槽人口

割合

下水道整備人口の見込み

集落排水施設整備人口の見込み

排
出
量

し尿

浄化槽汚泥

合計

割合
（一日量）
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